
国分寺市国民保護計画修正箇所新旧対照表（平成 22 年 9 月 10 日修正） 
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計画 

ページ 
旧 新 修正理由 
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９ 

 

 

 

 

 

９ 

第１編 総論 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

（略） 

○ 指定公共機関・指定地方公共機関の事務 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

放送事業者 (略) 
運送事業者 (略) 

電気通信事業者 (略) 
電気事業者 (略) 
ガス事業者 (略) 

日本郵政公社 (略) 
病院その他の医療機関 (略) 

日本赤十字社 (略) 
 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 （略） 

（２）気候 

   温帯気候であり、夏は高温多湿、冬は寒冷少雨である。 

   気温は、平年値で年平均摂氏 14.7 度、年々上昇する傾向にある。

降水量は、平年値で 1476.5mm、梅雨時期や秋雨・台風の時期を中心

に多く、年平均３個程度の台風が接近する。（気象概要資料編） 

（３）人口 

   人口は、平成18年１月１日現在、住民基本台帳登録人口113,894人、

第１編 総論 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

（略） 

○ 指定公共機関・指定地方公共機関の事務 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

放送事業者 (略) 
運送事業者 (略) 

電気通信事業者 (略) 
電気事業者 (略) 
ガス事業者 (略) 
郵便事業者 (略) 

病院その他の医療機関 (略) 
日本赤十字社 (略) 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 （略） 

（２）気候 

   温帯気候であり、夏は高温多湿、冬は寒冷少雨である。 

   気温及び降水量等気象概要は、資料編のとおりである。 

 

 

（３）人口 

   人口及び人口推移は、資料編のとおりである。 

 

 

 

 

 

日本 郵政

公社 民営

化に 伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

数値 が変

動す るの

で資 料編

へ移動 

 

 

同上 
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９～１０ 

 

 

１０ 

 

 

１０ 

 

 

１１ 

 

 

１１ 

 

 

外国人登録人口1,617人で合計115,511人であり、市東部にはＪＲ国分

寺駅、西国分寺駅があり古くから市街化が進み、駅周辺地域は他に比

べて若干人口密度が高いが、市全域に人口は分布している。 
   人口の推移は、住民基本台帳によると昭和43年以来、増加しており、

近年は駅周辺の再開発事業、中高層建築物の建築、農地等の宅地開発

などで微増傾向にあり、この傾向は今後も継続すると予想されてい

る。また、平成７年以降は幼年人口（０～14歳）及び生産年齢人口（1
5～64歳）の比率が減少し、老年人口（65歳以上）の比率が増加傾向

にある。 
 

◎住民基本台帳による町別世帯数及び人口等 

 表（略） 

 

◎住民基本台帳による年齢別人口の推移 

 表（略） 

 

◎昼間人口 

 表（略） 

 

◎昼間人口における産業 

 表（略） 

 

（４）道路の位置等 

道路は、市北西部を東西に延びて小平市から国分寺市を通って立川

市に繋がっている都道五日市街道（主要地方道第７号線 杉並五日市

線）、市中央部を南北に延びて府中市から国分寺市を通って小平市に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

削除(資料編へ) 

 

 

削除 

 

 

削除 

 

（４）道路の位置等 

道路は、市北西部を東西に延びて小平市から国分寺市を通って立川

市に繋がっている都道五日市街道（主要地方道第７号線 杉並五日市

線）、市中央部を南北に延びて府中市から国分寺市を通って小平市に
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１２ 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

繋がっている都道府中街道（主要地方道第17号線 所沢府中線）、市

東部を南北に延びて府中市から国分寺市を通って小平市に繋がってい

る都道国分寺街道（都道第133号線 小川山府中線）があり、主要幹線

道路となっている。 
また、幹線的な道路のうち主なものは、市中央部で府中街道恋ヶ窪

交差点から国分寺市役所前を通って国立駅まで延びる都道第222号線

（国立停車場恋ヶ窪線 市役所通り）、府中街道恋ヶ窪交差点から国

分寺消防署前を通って小金井市まで延びる都道第134号線（恋ヶ窪新田

三鷹線 連雀通り）、市東部で国分寺駅から都立武蔵国分寺公園前を

通って国立市まで延びる都道第145号線（立川国分寺線 多喜窪通り）

がある。 

（道路地図資料編） 

 

◎幹線道路の交通量 

 表（略） 

 

（５）鉄道の位置等 
鉄道は、ＪＲ中央線が都心から八王子市方面、東西方向にのびてお

り、また、ＪＲ武蔵野線が南北に延びており、南は府中市、北はさい

たま市方面に繋がっている。 
西武多摩湖線、国分寺線が、国分寺駅から北に延びて所沢方面へ接

続している。 
   （鉄道地図資料編） 

 

◎市内の JR、私鉄各駅の乗降者数 

 表（略） 

繋がっている都道府中街道（主要地方道第17号線 所沢府中線）、市

東部を南北に延びて府中市から国分寺市を通って小平市に繋がってい

る都道国分寺街道（都道第133号線 小川山府中線）があり、主要幹線

道路となっている。 
また、幹線的な道路のうち主なものは、市中央部で府中街道恋ヶ窪

交差点から国分寺市役所前を通って国立駅まで延びる都道第222号線

（国立停車場恋ヶ窪線 市役所通り）、府中街道恋ヶ窪交差点から国

分寺消防署前を通って小金井市まで延びる都道第134号線（恋ヶ窪新田

三鷹線 連雀通り）、市東部で国分寺駅から都立武蔵国分寺公園前を

通って国立市まで延びる都道第145号線（立川国分寺線 多喜窪通り）

がある。 

（幹線道路の交通量、道路地図資料編） 

 

削除(資料編へ) 

 

 

（５）鉄道の位置等 
鉄道は、ＪＲ中央線が都心から八王子市方面、東西方向にのびてお

り、また、ＪＲ武蔵野線が南北に延びており、南は府中市、北はさい

たま市方面に繋がっている。 
西武多摩湖線、国分寺線が、国分寺駅から北に延びて所沢方面へ接

続している。 
   （市内のJR、私鉄各駅の乗降者数、鉄道地図資料編） 
 

削除(資料編へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値 が変

動す るの

で資 料編

へ移動 
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１８ 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 平素からの備え 

第１章 組織・体制の整備等 

第１ 市における組織・体制の整備 

１ 市の各部局課における平素の業務  

（略） 

【市の各部局課における平素の業務】 

部 名 事務又は業務の大綱 

総務部 (略) 

17 物資及び資材の備蓄等に関すること 

18 その他、各部局課に属さない武力攻撃事態等に関する

こと 
政策部 (略) 
市民生活部 (略) 
福祉保健部 １ 避難施設の運営体制の整備に関すること 

２ 乳幼児、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の

安全確保及び支援体制の整備に関すること 

(略) 
環境部 １ 廃棄物（し尿を含む）処理に関すること 

２ 水道施設の警戒等の予防対策に関すること 

３ 下水道施設の警戒等の予防対策に関すること 

(略) 
都市建設部 (略) 

５ 自主防災組織等への協力要請に関すること 

６ 防災まちづくり推進地区協定に関すること 

７ その他、復興に関すること 

第２編 平素からの備え 

第１章 組織・体制の整備等 

第１ 市における組織・体制の整備 

１ 市の各部局課における平素の業務  

（略） 

【市の各部局課における平素の業務】 

部 名 事務又は業務の大綱 

総務部 (略) 

17 物資及び資材の備蓄等に関すること 

18 自主防災組織等への協力要請に関すること 

19 防災まちづくり推進地区協定に関すること 

20 その他、各部局課に属さない武力攻撃事態等に関する

こと 
政策部 (略) 
市民生活部 (略) 
福祉保健部 

 

１ 避難施設の運営体制の整備に関すること 
２ 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保

及び支援体制の整備に関すること 

(略) 

子ども福祉

部 

１ 乳幼児その他特に配慮を要する者の安全確保及び支

援体制の整備に関すること 

２ 当該部が所管する施設における警戒等の予防対策に

関すること 

３ その他保健衛生、救援及び保護に関すること（他

の部に属するものを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

市組 織改

正に 伴う

修正 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

同上 
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２０ 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

都市開発部 (略) 
会計課 (略) 
教育部 (略) 

議会事務局 (略) 

監査事務局 

選挙管理委

員会事務局 

 

(略) 

消防団 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  市職員の参集基準等  
（略） 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】 

事態の状

況 

体制の判断基準 体制 

市の全部局課での対応は不要だが、

情報収集等の対応が必要な場合 

① 担当課室体制 

事態認定

無 全庁的に情報の収集、対応策の検討

等が必要な場合 

② 緊急対策室体

制 

環境部 １ 廃棄物（し尿を含む）処理に関すること 

２ 削除  

２ 下水道施設の警戒等の予防対策に関すること 

(略) 
都市建設部 (略) 

５、６ 削除  

５ その他、復興に関すること 
都市開発部 (略) 
会計課 (略) 
教育部 (略) 

議会事務局 (略) 

監査事務局 

選挙管理委

員会事務局 

 

(略) 

消防団 (略) 

 

２  市職員の参集基準等  
（略） 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】 

事態の状

況 

体制の判断基準 体制 

市の全部局課での対応は不要だが、

情報収集等の対応が必要な場合 

① 担当課体制 

事態認定

無 全庁的に情報の収集、対応策の検討

等が必要な場合 

② 緊急対策室体

制 

水道 委託

契約 の解

消に 伴う

修正 

市組 織改

正に 伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句 の整

理 
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２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原因不明の事案が発生するなど、

その被害が災害対策基本法上の災

害に該当し、国民保護に準じた措

置を実施する必要がある場合 

④ 市災害対策本

部体制 

市の全部局課での対応

は不要だが、情報収集

等の対応が必要な場合 

① 担当課室体制 市国民保

護対策本

部設置の

通知がな

い場合 

全庁的に情報の収集、

対応策の検討等が必要

な場合 

② 緊急対策室体

制 

事態認定

有 

市国民保護対策本部設置の通知を

受けた場合 

③ 市国民保護対

策本部体制 

 

【職員参集基準】 

体 制 参 集 基 準 

① 担当課室体制 国民保護担当課職員が参集（国分寺市地域防

災計画における警戒態勢に同じ） 

② 緊急対策室体制 関係する部局課職員が参集（国分寺市地域防

災計画における第１非常配備態勢に同じ） 

③ 市国民保護対策

本部体制 

④ 市災害対策本部

体制 

全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

（国分寺市地域防災計画における第２非常配

備態勢に同じ） 

 

（略） 

原因不明の事案が発生するなど、

その被害が災害対策基本法上の災

害に該当し、国民保護に準じた措

置を実施する必要がある場合 

④ 市災害対策本

部体制 

市の全部局課での対応

は不要だが、情報収集

等の対応が必要な場合 

① 担当課体制 市国民保

護対策本

部設置の

通知がな

い場合 

全庁的に情報の収集、

対応策の検討等が必要

な場合 

② 緊急対策室体

制 

事態認定

有 

市国民保護対策本部設置の通知を

受けた場合 

③ 市国民保護対

策本部体制 

 

【職員参集基準】 

体 制 参 集 基 準 

① 担当課体制 国民保護担当課職員が参集（国分寺市地域防

災計画における警戒態勢に同じ） 

② 緊急対策室体制 関係する部局課職員が参集（国分寺市地域防

災計画における第１非常配備態勢に同じ） 

③ 市国民保護対策

本部体制 

④ 市災害対策本部

体制 

全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

（国分寺市地域防災計画における第２非常配

備態勢に同じ） 

 

 

 

 

 

字句 の整

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 

 

２９ 

 

 

 

 

 

 

３６ 

 

３７ 

 

 

 

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】 

 名称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

市長（本部長）  副市長  教育長  総務部長 

副市長・教育長 

(副本部長) 

総務部長 政策部長 市民生活部長 

消防団長 

（本部員） 

消防副団長 

（第１順位） 

消防副団長 

（第２順位） 

消防副団長 

（第３順位） 

その他の本部員の部局長等については、事前に各部局等で決定する。 

 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

（略） 

(2) 防災行政無線の整備 
市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要とな

る同報系その他の防災行政無線の整備を図る。 
同報系防災行政無線の整備にあたっては、国による全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT）の開発・整備の検討を踏まえる。 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

１ 避難に関する基本的事項  
（略） 

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 
市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難する

ことが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成してい

る避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。 

なお、その際は自治会その他の団体等に所属していない要援護者の情

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】 

 名称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

市長（本部長）  副市長  副市長  教育長 

副市長・教育長 

(副本部長) 

総務部長 政策部長 市民生活部長 

消防団長 

（本部員） 

消防副団長 

（第１順位） 

消防副団長 

（第２順位） 

消防副団長 

（第３順位） 

その他の本部員の部局長等については、事前に各部局等で決定する。 

 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

（略） 

(2) 防災行政無線の整備 
市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要とな

る同報系その他の防災行政無線の整備を図る。 
同報系防災行政無線の整備にあたっては、国による全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT）を整備する。 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

１ 避難に関する基本的事項  
（略） 

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 
市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難する

ことが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成してい

る避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。 

なお、その際は自治会その他の団体等に所属していない要援護者の情

 

 

市組 織改

正に 伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 度整

備に 伴う

修正 
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４６ 

 

４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４９ 

 

 

５０ 

報把握にも留意して対策を実施する。また、避難誘導時において、総務

部及び福祉保健部を中心とした横断的な「要援護者班」を迅速に設置し、

都の災害要援護者対策総括部との連携した対応ができるよう職員の配置

に留意する。 

また、市は、要援護者（高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、

外国人等）が、正しい情報や支援を得て、適切に避難等の行動をとれる

よう、東京消防庁が整備する「消防のふれあいネットワークづくり」と

の連携に留意する。 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応  
市は、国から都を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があ

った場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが市に関して対策本部を設

置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の事態に備えた即

応体制を強化すべきと判断した場合には、担当課室体制を立ち上げ、又

は、緊急対策室を設置して、即応体制の強化を図る。 
この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の

確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状

況の確認等を行い、市内において事案が発生した場合に迅速に対応でき

るよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。 

 

第２章 市対策本部の設置等 

１ 市対策本部の設置  

（３）市対策本部の組織構成及び機能 

（略） 

報把握にも留意して対策を実施する。また、避難誘導時において、総務

部及び福祉保健部、子ども福祉部を中心とした横断的な「要援護者班」

を迅速に設置し、都の災害要援護者対策総括部との連携した対応ができ

るよう職員の配置に留意する。 

また、市は、要援護者（高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、

外国人等）が、正しい情報や支援を得て、適切に避難等の行動をとれる

よう、東京消防庁が整備する「消防のふれあいネットワークづくり」と

の連携に留意する。 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応  
市は、国から都を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があ

った場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが市に関して対策本部を設

置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の事態に備えた即

応体制を強化すべきと判断した場合には、担当課体制を立ち上げ、又は、

緊急対策室を設置して、即応体制の強化を図る。 
この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の

確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状

況の確認等を行い、市内において事案が発生した場合に迅速に対応でき

るよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。 

 

第２章 市対策本部の設置等 

１ 市対策本部の設置  

（３）市対策本部の組織構成及び機能 

（略） 

市組 織改

正に 伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句 の整

理 
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５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市組 織改

正及 び本

部組 織の

整理 のた

めの修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市対策本部の組織及び機能 

市対策本部長 

市対策本部員 
１副市長 
２市教育委員会の教育長 
３消防署長が指定する消防吏員 

市対策本部 

（市対策本部長

      

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

対策本部長の意思決定を補佐 対策本部長（市長） 

副本部長（副市長、教育長） 

４全各号に掲げる者ののほか、市長が当 

 該市の職員のうちから任命する者 

（消防団長、副団長） 

副本部長（副市長、教育長） 

統括班 

対策班 

情報通信班 

広報班 

庶務班 

総務政策部 

市民生活部 

福祉保健部 

環境部 

都市対策部 

国分寺市消防団 

教育部 

本部各班 
避難所運営班 
財務班 

避難所運営班 
市民生活班 
物資管理班 
救援物資調達班 
避難住民誘導班 

救護班、保育班 
福祉調整班 
子育て支援班 
要援護者班 

給水班 
下水道班 
環境保全班 

都市対策班 
駅周辺班 
道路河川班 
公園班 

学校管理運営班 
社会教育施設班 
避難住民誘導班 

支援要員 
 派遣 

決定内容 
の指示 

各部等 班編成 
市対策本部の組織及び機能 

市対策本部長 

市対策本部員 
１副市長 
２市教育委員会の教育長 
３消防署長が指定する消防吏員

市対策本部 

（市対策本部長 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

  

対策本部長の意思決定を補佐 対策本部長（市長） 

副本部長（副市長、教育長） 

４全各号に掲げる者ののほか、市長が当 

 該市の職員のうちから任命する者 

（消防団長、副団長） 

副本部長（副市長、教育長） 

統括班 

対策班 

情報通信班 

広報班 

庶務班 

総務部 

市民生活部 

福祉保健部 

環境部 

都市建設部 

国分寺市消防団 

教育部 

本部各班 
避難所運営班 

財務班 

避難所運営班 
市民生活班 
物資管理班 
救援物資調達班 
避難住民誘導班 

救護班、削除 
福祉調整班 

子育て支援班 

要援護者班 

給水班 
下水道班 
環境保全班 

都市対策班 

駅周辺班 

道路河川班 
公園班 

学校管理運営班 
社会教育施設班 
避難住民誘導班 

支援要員 
 派遣 

決定内容 
の指示 

各部等 班編成 

都市開発部 

子ども福祉部 
保育班 

政策部 
本部各班 

削除 

削除 

削除 
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５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【武力攻撃事態等における各部の業務と各班の任務】 

●：対策本部各部の部長、○：副責任者] 

 部名  武力攻撃事態等における業務 

総務政策部 

 

●総務部長 

○政策部長 

 

班編成： 

本部各班 

財務班 

避難所運営班 

 

 ◎市国民保護対策本部に関すること 

◎避難実施要領の策定に関すること 

◎国及び都等、国民保護に関わる関係機関との連絡調整に関すること 

◎被災情報等の収集及び被災状況の記録に関すること 

◎特殊標章等の交付、許可に関すること 

◎警報、避難の指示及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

◎市対策本部における通信施設の保全、通信連絡の総括に関すること 

◎職員の動員及び給与等に関すること 

◎安否情報の集約、照会回答、都・国への情報送信に関すること 

◎市庁舎等管理施設の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎避難所開設・運営に関すること 

◎車両調達その他輸送手段の確保、配車計画等に関すること 

◎被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること 

◎報道機関への発表及び連絡調整に関すること 

◎国民保護関係予算その他財務に関すること 

◎武力攻撃災害に関する広報及び広聴に関すること 

◎国民保護措置に必要な現金・物品の出納及び保管に関すること 

◎復旧・復興の総合調整及び基本方針・計画の策定に関すること 

◎国民の権利利益の救済に係る手続きに関すること 

◎前に掲げるもののほか、国民保護措置の連絡調整に関すること 

【武力攻撃事態等における各部の業務と各班の任務】 

●：対策本部各部の部長、○：副責任者] 

 部名  武力攻撃事態等における業務 

総務部 

 

●総務部長 

○総務課長 

 

班編成： 

本部各班 

削除 

避難所運営班 

 

 ◎市国民保護対策本部に関すること 

◎避難実施要領の策定に関すること 

◎国及び都等、国民保護に関わる関係機関との連絡調整に関すること 

◎被災情報等の収集及び被災状況の記録に関すること 

◎特殊標章等の交付、許可に関すること 

◎警報、避難の指示及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

◎市対策本部における通信施設の保全、通信連絡の総括に関すること 

◎職員の動員及び給与等に関すること 

◎安否情報の集約、照会回答、都・国への情報送信に関すること 

◎市庁舎等管理施設の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎避難所開設・運営に関すること 

◎車両調達その他輸送手段の確保、配車計画等に関すること 

◎被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること 

削除 

削除 

削除 

削除 

削除 

◎国民の権利利益の救済に係る手続きに関すること 

◎前に掲げるもののほか、国民保護措置の連絡調整に関すること 

 

 

 

市組 織改

正及 び本

部組 織の

整理 のた

めの修正 
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５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民生活部 

 

●市民生活部長 

○秘書担当部長 

 

班編成： 

市民団体窓口班 

市民生活班 

物資管理班 

救援物資調達班 

避難住民誘導班 

◎避難住民の誘導に関すること 

◎避難所生活者の支援、対応に関すること 

◎被災情報の収集・提供に関すること 

◎安否情報の収集・提供に関すること 

◎行方不明者の捜索の協力に関すること 

◎在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

◎自治会等の住民協力要請に関すること 

◎食品、生活物資その他救援物資の確保、調達及び配分に関すること 

◎応急仮設住宅等の確保に関すること 

◎市民からの情報収集、生活相談等に関すること 

◎営農指導及び家畜等の防疫に関すること 

◎建物等被災状況の調査に関すること 

◎管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

政策部 

●政策部長 

○秘書課長 

班編成：財務班 

本部各班 

◎報道機関への発表及び連絡調整に関すること 

◎国民保護関係予算その他財務に関すること 

◎武力攻撃災害に関する広報及び広聴に関すること 

◎国民保護措置に必要な現金・物品の出納及び保管に関すること 

◎復旧・復興の総合調整及び基本方針・計画の策定に関すること 

市民生活部 

 

●市民生活部長 

○市民課長 

 

班編成： 

市民団体窓口班 

市民生活班 

物資管理班 

救援物資調達班 

避難住民誘導班 

◎避難住民の誘導に関すること 

◎避難所生活者の支援、対応に関すること 

◎被災情報の収集・提供に関すること 

◎安否情報の収集・提供に関すること 

◎行方不明者の捜索の協力に関すること 

◎在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

◎自治会等の住民協力要請に関すること 

◎食品、生活物資その他救援物資の確保、調達及び配分に関すること 

◎応急仮設住宅等の確保に関すること 

◎市民からの情報収集、生活相談等に関すること 

◎営農指導及び家畜等の防疫に関すること 

◎建物等被災状況の調査に関すること 

◎管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

本部 組織

の整 理の

ため の修

正 

 

 

同上 
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５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健部 

 

●福祉保健部長 

○子ども政策担

当部長 

 

班編成： 

救護班 

福祉調整班 

保育班 

子育て支援班 

要援護者班 

◎医療及び防疫に関すること 

◎高齢者、障害者その他特に配慮を要する者（要援護者）の安全確保、避難誘導、

救援、支援に関すること 

◎乳幼児及び児童の安全確保、避難誘導、救援に関すること 

◎乳幼児及び児童に係る相談に関すること 

◎医師会等、医療関係機関との連絡調整に関すること 

◎医療資器材、医薬品等の調達に関すること 

◎遺体収容所の設置及び遺体の収容に関すること 

◎遺体の搬送、引渡し、埋火葬に関すること 

◎遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

◎義援金品の受領、配分に関すること 

◎日本赤十字社との連絡調整に関すること 

◎ボランティアの登録、受入及び派遣に関すること（東京消防庁災害時支援ボラン

ティアを除く） 

◎管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保に関すること 

◎保健衛生、救援及び保護に関すること（他の部に属するものを除く） 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

環境部 

●環境部長 

○清掃施設等整

備担当部長 

班編成： 

給水班 

下水道班 

環境保全班 

◎瓦礫、ごみ等、廃棄物（し尿を含む）の収集及び処理に関すること 

◎仮設トイレの設置及び管理に関すること 

◎環境保全及び回復に関すること 

◎上下水道施設の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎応急給水に関すること 

◎飲料水の水質保全に関すること 

◎その他管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

福祉保健部 

 

●福祉保健部長 

○生活福祉課長 

 

班編成： 

救護班 

福祉調整班 

削除 

削除 

要援護者班 

◎医療及び防疫に関すること 

◎高齢者、障害者その他特に配慮を要する者（要援護者）の安全確保、避難誘導、

救援、支援に関すること 

削除 

削除 

◎医師会等、医療関係機関との連絡調整に関すること 

◎医療資器材、医薬品等の調達に関すること 

◎遺体収容所の設置及び遺体の収容に関すること 

◎遺体の搬送、引渡し、埋火葬に関すること 

◎遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 

◎義援金品の受領、配分に関すること 

◎日本赤十字社との連絡調整に関すること 

◎ボランティアの登録、受入及び派遣に関すること（東京消防庁災害時支援ボラン

ティアを除く） 

◎管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保に関すること 

◎保健衛生、救援及び保護に関すること（他の部に属するものを除く） 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

子ども福祉部 

●子ども福祉部長 

○子育て支援課長 

班編成：保育班 

子育て支援班、要

援護者班 

◎子ども、妊婦その他特に配慮を要する者（要援護者）の安全確保、避難誘導、救

援、支援に関すること 

◎乳幼児及び児童の安全確保、避難誘導、救援に関すること 

◎乳幼児及び児童に係る相談に関すること 

◎管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

 

市組 織改

正及 び本

部組 織の

整理 のた

めの修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市対策部 

 

●都市建設部長 

○都市開発部長 

 

班編成： 

都市対策班 

駅周辺班 

道路河川班 

公園班 

◎国民保護措置に必要な用地等の総合調整に関すること 

◎都市の復旧・復興に関する総合調整、基本方針等の策定に関すること 

◎道路・河川及び橋梁の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎道路・河川等の水防及び障害物除去に関すること 

◎国分寺駅、西国分寺駅周辺等の被害状況把握、避難誘導に関すること。 

◎危険建物、危険区域等の安全確保に関すること 

◎交通対策に係る総合調整に関すること 

◎交通情報の収集・提供に関すること 

◎臨時ヘリポートの開設に関すること 

◎瓦礫、倒壊家屋等の処理作業の協力に関すること 

◎住宅対策に関すること 

◎応急仮設住宅等の建設に関すること 

◎応急仮設住宅等の募集、選定及び入居者管理に関すること 

◎その他の管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧・復興対策に関すること 

教育部 

 

●教育部長 

○議会事務局長 

 

班編成： 

学校管理運営班 

社会教育施設班 

避難住民誘導班 

◎避難住民の誘導に関すること 

◎避難施設の設営及び運営に関すること 

◎児童及び生徒等の安否確認等に関すること 

◎児童・生徒の安全確保、避難、救護に関すること 

◎避難施設利用者の避難、救護、支援、対応に関すること 

◎学校施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎被災児童及び生徒の学用品の提供に関すること 

◎文化財の保護に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

消防団 

（略） 

（略） 

環境部 

●環境部長 

○環境計画課長 

班編成： 

給水班 

下水道班 

環境保全班 

◎瓦礫、ごみ等、廃棄物（し尿を含む）の収集及び処理に関すること 

◎仮設トイレの設置及び管理に関すること 

◎環境保全及び回復に関すること 

◎下水道施設の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎応急給水に関すること 

◎飲料水の水質保全に関すること 

◎その他管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

都市建設部 

 

●都市建設部長 

○都市計画担当

部長 

 

班編成： 

都市対策班 

削除 

道路河川班 

公園班 

◎国民保護措置に必要な用地等の総合調整に関すること 

◎都市の復旧・復興に関する総合調整、基本方針等の策定に関すること 

◎道路・河川及び橋梁の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎道路・河川等の水防及び障害物除去に関すること 

削除 

◎危険建物、危険区域等の安全確保に関すること 

◎交通対策に係る総合調整に関すること 

◎交通情報の収集・提供に関すること 

◎臨時ヘリポートの開設に関すること 

◎瓦礫、倒壊家屋等の処理作業の協力に関すること 

◎住宅対策に関すること 

◎応急仮設住宅等の建設に関すること 

◎応急仮設住宅等の募集、選定及び入居者管理に関すること 

◎その他の管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧・復興対策に関すること 

 

水道 委託

契約 の解

消等 に伴

う修正 

 

 

 

 

本部 組織

の整 理の

ため の修

正 
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５６ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通信の確保      
(1) 情報通信手段の確保 
 市は、携帯電話、移動系市防災行政無線等の移動系通信回

線若しくは、インターネット、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネット

ワーク）、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の

利用又は臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策

本部、現地連絡調整所、要避難地域、避難先地域等との間で

国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。 

都市開発部 

●都市開発部長 

○駅周辺整備課長 

班編成：駅周辺班 

◎国分寺駅、西国分寺駅周辺等の被害状況把握、避難誘導に関すること。 

◎危険建物、危険区域等の安全確保に関すること 

◎その他の管理施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧・復興対策に関すること 

教育部 

 

●教育部長 

○庶務課長 

 

班編成： 

学校管理運営班 

社会教育施設班 

避難住民誘導班 

◎避難住民の誘導に関すること 

◎避難施設の設営及び運営に関すること 

◎児童及び生徒等の安否確認等に関すること 

◎児童・生徒の安全確保、避難、救護に関すること 

◎避難施設利用者の避難、救護、支援、対応に関すること 

◎学校施設等の被害状況把握、修理及び安全確保、復旧に関すること 

◎被災児童及び生徒の学用品の提供に関すること 

◎文化財の保護に関すること 

◎その他所管事項に係る復旧、復興対策に関すること 

消防団 

（略） 

（略） 

（略） 

 

２ 通信の確保      
(1) 情報通信手段の確保 
 市は、携帯電話、衛星電話、移動系市防災行政無線等の移

動系通信回線若しくは、インターネット、ＬＧＷＡＮ（総合

行政ネットワーク）、同報系無線、地域防災無線等の固定系

通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、市対策本部と

市現地対策本部、現地連絡調整所、要避難地域、避難先地域

等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確

保する。 

本部 組織

の整 理の

ため の修

正 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 度整

備に 伴う

修正 


